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保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き
（令和５年改訂案 抜粋）

※ 本資料は、令和５年３月７日開催の第３回データヘルス計画（国保・
後期）の在り方に関する検討会の資料から一部抜粋したものです。
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１．計画の基本的事項
（略）
（３）標準化の推進
① 標準化の利点
○ 一般に、標準化とは、品質や性能の確保、利便性の向上、効率化等の確保などを目
指すために、一定の基準を設定し、それに従って、作り方や評価方法などを統一する
こととされている。
○ データヘルス計画を都道府県レベルで標準化することにより、以下のことが期待で
きる。
ア．保険者
・ 都道府県内で共通の評価指標を設定することにより、域内保険者において同じ
指標で経年的にモニタリングできるようになるほか、他の保険者と比較したり、
都道府県での自保険者の客観的な状況を把握したりすることができる。

・ 地域の健康状況や健康課題の分析方法、計画策定、評価等の一連の流れを共通
化することで、これらの業務負担を軽減することができる。また、計画等につい
て、関係者の理解促進につながることや他計画等との調和を検討する際に有用で
ある。

・ 保健師等の専門職が配置されていないあるいは配置されていても少数にとどま
る保険者やデータ分析等に慣れていない保険者であっても、都道府県等の支援を
受けることにより、一定程度のデータ分析等を行うことできる。

※ 第２期データヘルス計画策定の手引きと比較し、
大幅に変更となった主要な点を整理したもの。
ただし、内容は確定ではなく、最終的に検討会
構成員の了解を得て、成案とする。
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イ．都道府県、保健所、国保連、支援・評価委員会
・ 都道府県が、域内の健康課題の分析結果や共通の評価指標を含む健康づくり施
策の方向性を保険者等に示すことによって、都道府県と保険者等とが共有の認識
を持つことができ、域内の保険者が、一定の方向性を持って、保健事業を展開す
ることができる。

・ 保険者の健康状態や健康課題の状況を俯瞰的、客観的に把握することができ、
保険者への支援や助言を的確化、効率化することができる。

・ 保健事業の成果や実施率向上等につながった知見を収集、分析して、域内の保
険者に共有することにより、効果的・効率的な保健事業を実施することができる。

② 取り組むべき事項
（域内保険者の計画の収集、分析）
○ 都道府県、保健所、国保連等は、域内の保険者が策定した計画を収集、分析、評価
し、その結果を都道府県が行う国保保健事業等や保険者支援等に反映させる。

（域内保険者が把握すべき共通の情報の収集、分析）
○ 計画策定時に、域内すべての保険者に把握してもらいたいと都道府県が考える健康
課題を把握するために必要な情報を整理して、これを保険者に共有し、都道府県に報
告してもらう。保険者が把握すべき域内共通の情報を決めるにあたっては、計画策定
等に必要なものであり、かつ保険者が情報収集しやすいものとし、保険者と相談の上、
決定することが望ましい。



保健事業の実施計画（データヘルス計画）策定の手引き（抜粋）

3

○ 域内保険者が把握すべき共通の情報については、例えば以下のようなものが考えれ
るが、都道府県が地域の実情を踏まえて決定する。保険者支援の観点や情報を整理す
る観点から、これらの情報を記載や収集するための共通の様式やツールを都道府県が
作成し保険者に配布することも考えられる。共通の様式例を巻末に例示する。

（例）
・ 人口や被保険者の構成、平均寿命、健康寿命、死因、生活習慣病の状況、特定健
康診査や特定保健指導の実施状況や結果の状況、医療費分析、要介護の認定状況等、
被保険者の健康状態や健康課題を把握するために必要な情報

・ 上記情報の分析結果、分析結果から抽出した健康課題、健康課題に対応した解決
の方策

・ 計画の目的、目標、評価指標、目標を達成するために実施する個別の保健事業
・ 個別の保健事業ごとの目的、目標、評価指標、実施内容

（共通の評価指標の設定）
○ 計画の達成状況や評価をするために評価指標の設定が必要であるが、評価指標は、
保険者の健康課題や健康づくりの目指す方向等を踏まえて、保険者が設定するもので
ある。一方で、他の保険者との比較や、域内での当該保険者の健康状況を把握するた
めには、域内で共通の評価指標を設定する必要がある。
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○ 域内保険者が把握すべき共通の情報と同様に、共通の評価指標を設定するにあたっ
ては、計画の策定等に必要なものであり、かつKDBから算出できるものや他計画等で
把握すべき指標等、可能な限り、保険者が情報収集しやすいものとし、保険者と相談
の上、決定することが望ましい。

○ 共通の評価指標は、都道府県と域内保険者とが相談の上、設定するものであるが、
共通の評価指標例を巻末に例示する。

（効果的・効率的な保健事業の収集と域内保険者への周知）
○ 標準化の推進によって得られた保険者の健康課題や計画の進捗状況、評価結果等か
ら保健事業の成果や実施率の向上等につながった知見を収集、分析し、域内保険者に
共有する。

（標準化にあたっての留意点）
○ 計画の標準化は、保険者の健康課題を効果的・効率的に解決するために行うもので
あるので、各保険者において最低限把握すべき情報や評価指標等を統一するものであ
る。従って、保険者が、健康課題や地域の実情に応じて、把握すべき情報や評価指標
等を追加することを妨げるものではない。

○ 標準化の推進は、都道府県と保険者とが協力して取り組む必要があるので、都道府
県は標準化の意義や必要性を保険者に懇切丁寧に説明する。
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※計画様式（Ⅰ～Ⅴ）は、東京大学「データヘルス計画標準化ツールⓇ」を改変して作成。
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